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交付運用報告書
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めており、
以下の方法でご覧いただけます。運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、
販売会社までお問い合わせください。

閲覧・ダウンロード方法 https://www.am.mufg.jp/ ［ファンド検索］に
ファンド名を入力

各ファンドの詳細ページで
閲覧およびダウンロード

■当運用報告書に関するお問い合わせ先
お客さま専用
フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の９：00～17：00、土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社に
お尋ねください。

◇MKU-920048-0000-20220801◇

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、ＮＡＳＤＡＱ上場株式を実質的な主要投資対
象とし、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、
マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業
を選定し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。
ここに運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドが受益者のみなさまの資産形成に資するよう、運
用に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
追加型投信／海外／株式

作成対象期間：2021年８月３日～2022年８月１日
第　26　期 決算日：2022年８月１日

基 準 価 額 15,156円

純資産総額 35,245百万円

騰 落 率 －1.7 ％

分配金合計(＊) 0 円
（＊） 当期間の合計分配金額です。

第26期末（2022年８月１日）
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース

運用経過
第26期：2021年８月３日～2022年８月１日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金
（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、
ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについ
ては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。ま
た、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、
各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点に
ご留意ください。

第 2 6 期 首 15,417円
第 2 6 期 末 15,156円
既払分配金 0円
騰 落 率 －1.7％
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース

※ 参考指数は、ＮＡＳＤＡＱ総合指数（円換算ベース）
です。詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照
ください。

※ 参考指数は、期首の値をファンドの基準価額と同一に
なるように指数化しています。

基準価額の主な変動要因

基準価額は期首に比べ1.7％の下落となりました。
基準価額の動き

米ドルが対円で上昇したことが基準価額の上昇要因となりまし
た。

ＮＡＳＤＡＱ株式市況全体の下落や組入銘柄（CAESARS 
ENTERTAINMENT INCなど）の値下がりが、基準価額の下落
要因となりました。

上昇要因

下落要因
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース

2021年８月３日～2022年８月１日

１万口当たりの費用明細

（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を
含む）は、追加・解約により受益権口数に変動が
あるため、簡便法により算出した結果です。

（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してありま
す。

（注） 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費
用は、このファンドが組み入れている親投資信託
が支払った金額のうち、当ファンドに対応するも
のを含みます。

（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円
未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除し
て100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未
満は四捨五入してあります。

項目
当期

項目の概要
金額（円） 比率（％）

(ａ)信 託 報 酬 258 1.667 (ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）

( 投 信 会 社 ) (122) (0.790) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
( 販 売 会 社 ) (119) (0.768) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
( 受 託 会 社 ) ( 17) (0.110) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

(ｂ)売買委託手数料 21  0.134  (ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

( 株 式 ) ( 21) (0.134) 

(ｃ)有価証券取引税 0  0.000  (ｃ)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

( 株 式 ) (  0) (0.000) 

(ｄ)そ の 他 費 用 2  0.014  (ｄ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

( 保 管 費 用 ) (  2) (0.011) 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
( 監 査 費 用 ) (  1) (0.003) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
( そ の 他 ) (  0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合　　計 281  1.815  

期中の平均基準価額は、15,457円です。
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（参考情報）
■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有
価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じ
た数で除した総経費率（年率）は1.68％です。

（注） 費用は、１万口当たりの費用明細において用いた
簡便法により算出したものです。

（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手
数料及び有価証券取引税を含みません。

（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 前記の前提条件で算出したものです。このため、

これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生
した費用の比率とは異なります。

運用管理費用（受託会社）
0.11％

その他費用
0.01％

運用管理費用（販売会社）
0.77％

運用管理費用（投信会社）
0.79％

総経費率
1.68％
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2017年７月31日～2022年８月１日

最近５年間の基準価額等の推移について

※分配金再投資基準価額、参考指数は、2017年７月31日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。
※海外の指数は基準価額の反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

最近５年間の年間騰落率

2017/７/31 2018/７/31 2019/７/31 2020/７/31 2021/８/２ 2022/８/１
期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額 （円） 9,282 10,709 11,103 12,429 15,417 15,156
期間分配金合計（税込み）（円） － 800 350 1,500 2,800 0
分配金再投資基準価額騰落率（％） － 24.0 6.9 25.5 46.6 －1.7
参考指数騰落率 （％） － 20.4 6.1 23.2 45.3 2.4
純資産総額 （百万円） 4,790 4,786 8,822 13,516 20,008 35,245

※ ファンド年間騰落率は、参考指数年間騰落率と比較するため、収益分配金（税込み）を再投資したものとみなして計
算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

参考指数は、ＮＡＳＤＡＱ総合指数（円換算ベース）です。詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。

当期（円） （百万円）
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第26期：2021年８月３日～2022年８月１日

投資環境について

  ＮＡＳＤＡＱ株式市況
ＮＡＳＤＡＱ株式市況は下落しました。
当期のＮＡＳＤＡＱ株式市況は、期首か
ら2021年11月にかけては、2021年７－
９月期決算発表の内容が良好であったこ
となどを受け、上昇しました。12月から
期末にかけては、米連邦準備制度理事会
（ＦＲＢ）がインフレの抑え込みを優先
させて金融政策の正常化を前倒しすると
の警戒感などを受け長期金利が上昇した
ことや、インフレ長期化やロシアによる
ウクライナ侵攻の影響が懸念されたこと
などから、株価は下落しました。

  為替市況
円に対して米ドルは上昇しました。
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利
上げが開始されたことに加えて、2022年
５月ＦＯＭＣでの大幅利上げ観測などを
背景に、日米の長期金利差が拡大したこ
となどを受けて、期首から期末にかけて
円に対して米ドルは大きく上昇しました。
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当該投資信託のポートフォリオについて

  三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン 
Ｂコース
ＮＡＳＤＡＱマザーファンド受益証券を
通じて、ＮＡＳＤＡＱ上場株式（ＲＥＩ
Ｔ（不動産投資信託証券）含む）に投資
しました。

  ＮＡＳＤＡＱマザーファンド
ＮＡＳＤＡＱ上場株式を主要投資対象と
し、新技術・新製品開発力、すぐれたビ
ジネスモデル、マーケティング力に着目
し、長期的な成長が期待できる企業を選
定し、キャピタルゲインの積極的な獲得
をめざしました。銘柄選定にあたっては、
キャッシュフロー面等からの割安感にも
着目しました。
銘柄数は、期首時点においては、38銘柄
としていました。

当期においては、インフレが高止まりす
る環境下においても業績を着実に伸ばせ
るか徹底的な企業調査を行うと同時に、
業績成長確度の高い銘柄への投資配分を
引き上げた結果、期末時点の組入銘柄は、
47銘柄となりました。
競争激化や人々の行動パターンの変容な
どを受けて、長期的な収益拡大余地が限
定的と判断した「BEYOND MEAT INC」 
や「CAESARS ENTERTAINMENT INC」 
の全売却を行う一方で、半導体生産の複
雑さが増す中で歩留まり向上への貢献な
ど に よ り 業 績 の 成 長 が 見 込 め る
「ENTEGRIS INC」や石灰化した血管に
対する新たな治療方法により業績の拡大
が期待できる「SHOCKWAVE MEDICAL 
INC」を新たに組み入れました。
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当該投資信託のベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けてお
りません。右記のグラフは当ファンド（ベビーファン
ド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。
参考指数はＮＡＳＤＡＱ総合指数（円換算ベース）です。

（％）

2021/８/２ ～ 2022/８/１
－2.0

－1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

ファンド

参考指数

基準価額と参考指数の対比（騰落率）

分配金について
収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通
りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産
中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳 （単位：円、１万口当たり、税込み）

項　目 第26期
2021年８月３日～2022年８月１日

当期分配金（対基準価額比率） －（－％）

当期の収益 －

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 7,309

（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基
準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファ
ンドの収益率とは異なります。

（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨て
で算出しているため合計が当期分配金と一致しな
い場合があります。
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今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

  三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン 
Ｂコース
ＮＡＳＤＡＱマザーファンド受益証券を
高位に組み入れる方針です。

  ＮＡＳＤＡＱマザーファンド
新型コロナウイルスの感染収束に伴い、
経済再開の動きが強まっていますが、感
染拡大時に進んだ個人のインターネット
の積極的な活用や、企業の業務効率化や
様々な脅威に対応したソフトウェアの積
極的な導入、それらを支えるハードウェ
アやネットワークの高速化などの流れは
止まることはないと考えています。当
ファンドでは、このような構造的な市場
環境の変化をとらえ、ＮＡＳＤＡＱ市場
の中からオンライン商取引の増加やス

マートフォンなど様々なデバイスの積極
的な活用から恩恵を受けるインターネッ
ト関連企業、企業の業務効率化や脅威が
高まっているサイバー攻撃に対応したセ
キュリティ対策などに寄与するソフト
ウェアの開発企業、ネットワーク上の膨
大なデータを処理する必要性から需要が
大きく拡大している半導体関連企業、な
どに注目した銘柄選定を行っています。
今後の金融政策や景気動向が懸念される
状況にありますが、投資対象銘柄の中長
期的な成長余地は依然として大きいと判
断します。運用にあたっては、長期的な
成長が期待できる企業を基本としたポー
トフォリオを維持しつつ業績や株価動向
などに応じた柔軟な投資判断を適宜行う
方針です。
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お知らせ
約款変更
・該当事項はありません。

その他
・該当事項はありません。

＊ 本書が、受益者のみなさまのお手元に届くのは作成対象期間末から２ヵ月以上が経過していることにご留意ください。
なお、最近の運用状況や約款変更の内容等は当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）にて開示を行っている
場合があります。

当該投資信託の概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式

信 託 期 間 2026年７月31日まで（1996年８月１日設定）

運 用 方 針

マザーファンドを通じて、ＮＡＳＤＡＱ市場に上場されている株式に投資し、キャピタ
ルゲインの積極的な獲得をめざします。組入銘柄につきましては、ボトムアップ・アプ
ローチを基本として、個別銘柄のファンダメンタルを重視した銘柄選定を行います。実
質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

主要投資対象

■当ファンド
ＮＡＳＤＡＱマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファン
ドで直接投資することがあります。

■ＮＡＳＤＡＱマザーファンド
ＮＡＳＤＡＱ市場に上場されている株式を主要投資対象とします。

運 用 方 法
ＮＡＳＤＡＱ上場株式を実質的な主要投資対象とし、新技術・新製品開発力、すぐれた
ビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業を選定
し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。

分 配 方 針
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額
とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。た
だし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
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ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

各資産クラスの指数
日 本 株 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株 ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）
新興国株 ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
先進国債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
新興国債 ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド

※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
●全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
●ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
●騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

●上記は、2017年８月から2022年７月の５年間における１年騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表
的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです。

日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債当ファンド

（2017年８月末～2022年７月末）
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種別構成等

※ 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構
成比率が５％未満の項目は「その他」に分類していま
す。

※ 国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等
のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし
他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているもの
を含みます。
※ 【国・地域別配分】、【通貨別配分】は、組入ファンド
の発行地、発行通貨を表示しています。

当該投資信託のデータ
2022年８月１日現在

当該投資信託の組入資産の内容

純資産等
項　目 第26期末

2022年８月１日

純資産総額 （円） 35,245,636,176

受益権口数 （口） 23,254,569,588

１万口当たり基準価額 （円） 15,156

※当期中において追加設定元本は16,324,541,679円
同解約元本は　 6,048,436,843円です。

組入ファンド （組入銘柄数：１銘柄）

ファンド名 第26期末
2022年８月１日

ＮＡＳＤＡＱマザーファンド 99.1％

※比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です。

マザーファンド
受益証券
99.1%

コール・
ローン等
 0.9%

資産別配分

日本
99.1%

その他
0.9%
その他
0.9%

国・地域別配分

円
100.0%

通貨別配分
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2022年８月１日現在

組入上位ファンドの概要
ＮＡＳＤＡＱマザーファンド

基準価額の推移
2021年８月２日～2022年８月１日

１万口当たりの費用明細
2021年８月３日～2022年８月１日

968068

※ 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
※ 原則、国・地域については、法人登録地を表示してい
ます。

※ なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用
報告書（全体版）でご覧いただけます。

組入上位10銘柄 （組入銘柄数：47銘柄）
銘柄 種類 国・地域 業種／種別 比率(％)

１ MICROSOFT CORP 株式 アメリカ ソフトウェア・サービス 8.7
２ ALPHABET INC-CL C 株式 アメリカ メディア・娯楽 8.6
３ APPLE INC 株式 アメリカ テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.2
４ AMAZON.COM INC 株式 アメリカ 小売 7.5
５ TESLA INC 株式 アメリカ 自動車・自動車部品 4.9
６ CADENCE DESIGN SYS INC 株式 アメリカ ソフトウェア・サービス 3.9
７ CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 株式 アメリカ ソフトウェア・サービス 3.5
８ INTUITIVE SURGICAL INC 株式 アメリカ ヘルスケア機器・サービス 3.4
９ ASML HOLDING NV-NY REG SHS 株式 オランダ 半導体・半導体製造装置 3.4
10 COSTCO WHOLESALE CORP 株式 アメリカ 食品・生活必需品小売り 3.2

（円）

2021/８/２
60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2021/11/29 2022/３/29 2022/７/26

基準価額

種別構成等

※ 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類してい
ます。
※ 原則、国・地域については、法人登録地を表示してい
ます。

※ 国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等
のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし
他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているもの
を含みます。 

外国株式
96.1%

コール・
ローン等
3.9%

資産別配分

アメリカ
89.0%

その他
11.0%
その他
11.0%

国・地域別配分

アメリカドル
99.5%

その他
0.5%
その他
0.5%

通貨別配分

項目 当期
金額(円) 比率(％)

(ａ)売 買 委 託 手 数 料 108  0.135  
( 株 式 ) (108) (0.135) 

(ｂ)有 価 証 券 取 引 税 0  0.000  
( 株 式 ) (  0) (0.000) 

(ｃ)そ の 他 費 用 9  0.011  
( 保 管 費 用 ) (  9) (0.011) 
( そ の 他 ) (  0) (0.000) 

合計 117  0.146  
期中の平均基準価額は、80,200円です。
※ 項目の概要については、前記「１万口当たりの費
用明細」をご参照ください。
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指数に関して
ファンドの参考指数である『ＮＡＳＤＡＱ総合指数（円換算ベース）』について
ＮＡＳＤＡＱ総合指数とは、ＮＡＳＤＡＱ上場全銘柄の時価総額加重平均により算出され、1971年２月５日を基準値100
としています。ＮＡＳＤＡＱ総合指数（円換算ベース）は、ＮＡＳＤＡＱ総合指数をもとに、委託会社が計算したものです。

「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について
●東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を
有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。ＴＯＰＩＸの指
数値及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）
の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸに
係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

●ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成
されています。また、ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属
します。
●ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国
で構成されています。また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権
はすべてMSCI Inc.に帰属します。
●ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデック
スで、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に
帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するもの
ではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
●ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国
債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドの
スポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情
報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータ
の誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利
はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

●ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー
が算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマー
ジング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ．
Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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